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相続とは？

所得税の準確定申告書提出・納付期限

亡くなった方（被相続人）の財産をその方の配偶者や子供など（相続人）に引き継ぐことです。相続人が相続す
る財産のことを相続財産と言い、この相続財産の総額が一定額（相続税の基礎控除額※）以上の場合に相続
税が課されます。

したがって、被相続人が持っていた財産のうち、どの財産が相続税の計算対象となり、その財産はいくらで、相
続税はいくらになるのかを把握することが大切です。

税務・法務（提携法律事務所、提携司法書士事務所）の専門知識を駆使し、
被相続人や相続人の状況および所有財産の状況などに合わせた
最適なご相続が実現できるよう、きめ細やかな対策のご提案をいたします。

● 相続人確定手続きサポート（国内・国外を含めた相続人の確定）

● 相続財産の内容の確認・資料収集（洗い出し）

● 相続財産の評価

● 遺産分割協議書の作成サポート

● 遺産分割および納税に関するコンサルティング

　 （１次相続・2次相続を踏まえた税額シミュレーションの提示など）

● 相続税申告書の作成

● 不動産、預貯金等の名義変更サポート

● 延納申請、物納申請等の税務申請書の作成

● 税務調査の対応、税務訴訟サポート

相続の開始があったことを知った日の翌日から４カ月以内に被相続人の最後の所得税申告を行います。
被相続人が事業を営んでいたケースや不動産収入があったケースでは特に留意する必要があります。

遺産分割において相続財産である不動産や株式を売却して金銭で分けた場合、
相続人に譲渡所得が発生する可能性があります。
この場合には、売却した日の翌年3月15日までに相続人は所得税申告を行います。

● 被相続人の死亡届の提出
● 戸籍謄本・住民票の準備
● 遺言書の有無の調査・検認手続き
● 相続の放棄・限定承認をする場合は家庭裁判所に申述

【被相続人の亡くなった日】
相続発生日

【相続放棄等の期限】
3カ月以内

【所得税の申告期限】
4カ月以内

【相続税の申告期限】
10カ月以内

（1年3カ月以降）
申告期限後

［ 相続人の確定 ］

● 生命保険金・共済金の交付申請
● 財産や債務の確認・資料の準備

［ 相続財産の確定 ］

● 相続財産の評価、相続税総額の計算
● 遺産分割のシミュレーション、納税資金の検討

［ 財産評価額の確定 ］

● 相続人による遺産分割協議
● 遺産分割協議書の作成
● 不動産等の名義変更（所有権移転）、預金解約手続きなど

［ 遺産分割の確定 ］

● 各人の相続税額の確定
● 相続人による相続税申告書へのご捺印・相続税額の納付手続き 
● 税理士による税務署への申告書提出

［ 相続税額の確定 ］

相続税の申告・納付期限（延納・物納などの申請期限）

相続税の税務調査（場合によって）

相続で大事なことは遺産の分割や相続税の申告・納付だけではありません。
相続した遺産の管理や処分も考える必要があり、その手続きは煩雑で多岐に渡ります。

太陽グラントソントン税理士法人では、国内・国外にわたる相続財産の評価から
相続税・所得税申告書の作成、遺産分割および納税に関するコンサルティング、
税務調査対応まで包括的にサポートします。

お客様のニーズを正確にくみ取り、オーダーメイドのご提案をいたします。

● 被相続人の所得税準確定申告書の作成

● 換価を行った相続人の（譲渡）所得税申告書・税務届出書の作成

1.相続税

2.所得税

相続手続きスケジュール
相続税の申告書は、被相続人の死亡（相続の開始）を知った日の翌日から10カ月以内に提出しなければなりません。

※相続税の基礎控除額 万円3,000 600（ 法定相続人の数 万円 ）

サービス内容
事前のご相談から、相続税・贈与税、所得税の申告手続き、税務調査まで包括的にサポートします。


